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 🏢全国企業主導型保育事業連合会 
  👤木村義恭👤渡辺和寛👤赤松卓人👤福永浩司👤中島昭治👤眞島美保子👤阿部直毅 
 
はじめに…全企保連木村より 
 生まれて歩き出したばかりの企業主導型を「さらに良くするためにはどうしたらいいのか」 
会員からのたくさんの声を届けに参りました。８つの協議の柱としてまとめてきましたので本

日はよろしくお願いします。 
との話から意見交換会が開始しました。 

 
①整備費全般について 

 （１）新規募集における申請書類提出時の助成審査及び助成決定について 多くの企業主導型保育事業を新規申請

する事業主は、事業計画の中で申請を行っています。現在、電子申請により書類審査を行っておりますが、何時ま

でに審査を終えるか期間が 明確に示されておらず、また、審査の進捗などの状況把握も長期に及び事業の見通し

が立たずにいます。速やかな助成審査と助成審査完了期間を定めていただきたい。 また、内示決定後も同様に承認

から助成決定迄の期間が長く開所予定日は、原則として当 該年度中とあるが事業計画に沿った運営が進められず

苦慮しています。助成審査から助成決定までの期間を明確に定め、遵守していただきたい。 

 

明言はできないが、年内には助成決定の審査が終えるように頑張っている。 

審査件数は第１グループが 500件程度、第２グループは 800件程度。 

申請者の不安（融資や工事や家賃等）を取り除くためにも、全体的・個別的な進捗

状況を可能な限り申請者に知らせることをお願いしたい。 

 

②運営費全般について 

（１）16 日未満利用園児の日割り減算の廃止 

パートタイム、アルバイト及び契約社員などに該当しない、月 16 日以上の保育施設の利用が必要な方も、連休及

び長期休暇は発生することを考え、認可保育園同様に16日未満利用園児の日割りの減算を廃止していただきたい。 

（２）事業類型③からの移行認可 

両立等支援助成金事業所内保育施設コース（又はそれに類する助成金）により助成を受けていた保育園の余裕分を

企業主導型保育事業事業類型③として助成を受けた場合、前者の助成金が受けられず運営が困難になっている。事

業類型③から事業類型①または②への移行の認可をしていただきたい。 

 

(1)要望として受け止めさせていただきます。 

(2)制度の開始時に厚労省の助言により、企業内保育を辞めて企業主導型に切り替え

たにもかかわらず、企業主導型の増員分しか助成金が出なかったので困っている。 

このミスマッチを解決してほしい。 

(2)そのような事例があるということを改めて確認させてもらいます。 

 

③各種加算について 

（１）療育支援加算・障害児保育加算の設置 

事務連絡平成 29 年 8月 4日厚生労働省子ども家庭局保育課社会・援護局障害保健福祉 部障害福祉課障害児・発

達障害者支援室「保育所等における障害のある子どもに対する支援 施策について」同様に企業主導型保育事業に

おいても加算を設置していただきたい。 



（２）連携推進加算の要件緩和 

連携推進加算の要件に、「常勤換算１を満たす」「週 40または月 160時間」という元々の要件があり、満たすよう

にしてきましたが、最近は「正社員の月毎の所定労働時間に対して常勤換算１を満たす必要がある(最低が月 160時

間)」という見解がありました。令和元年度までは間違いなく、週 40時間または月 160時間以上のみでした。従来

通りの要件に変更または緩和をお願いしたい。 

（３）施設機能強化推進費加算の設置 

給付施設では、職員等の防災教育・災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等、施設（事業所）の総

合的な防災対策の充実強化等を行う施設で、以下の事業等のうち複数を実施する場合に加算が適用されるため、企

業主導型保育事業においても加算を設置していただきたい。なお、加算額は実際に防災対策等に要した費用を基に

加算されます（1施設（事業所）当たり 15 万円が上限）とされておりますが、企業主導型保育事業においても毎月

の避難訓練はもとより防災教育・災害発生時の対応、新型コロナウイルス感染予防など認可保育所をはじめ給付施

設同様に行っており、同じように費用が発生しております。  

（幼稚園の場合）・一時預かり事業、満 3 歳児が入所している施設、障害児が入所している施設  

（幼稚園以外施設・事業の場合） 

・延長保育事業、一時預かり事業、病児 

・病後児保育事業、乳児が 3 人以上入所している施設、障害児が入所している施設 

 

(1)(3)必要だと思っておりますので要望として受け止めさせて 
いただいて検討させていただきます。 

(2)人に関する事、収入に関する事は年度の途中の変更を避けてほしい。 

(2)変更したという認識ではない。 
 

④処遇改善加算について 

（１）処遇改善加算額減少による改善額変動の改善 

毎月の園児数によって処遇改善加算額が決定されるため、園児数減や学年構成変更によって処遇改善加算額と対象

職員数が変動します。そのため、減少した時に減少した分の補填をその他の費用から賄う必要があり、安定した処

遇の改善と経営の見込みを続けることが困難になります。処遇改善加算額が変動しないような制度へ改善をお願い

したい。  

（２）処遇改善加算対象職員の範囲拡大 

加算対象者（連携推進加算、保育補助者雇上強化加算、病児保育加算等）は処遇改善加算の対象外となっておりま

す。しかし、加算対象者も保育運営にとって必要不可欠な業務を担っており、キャリアアップしていく必要がある

と考えます。そのため、処遇改善加算の適応範囲を加算対象者まで拡大して頂き、保育の質向上に繋げていただき

たい。 

（３）処遇改善加算についての教育機会の導入 

処遇改善加算の制度が年度途中に変更されるなど、理解と実務への反映が難しい状況です。児童育成協会による研

修や、他施設の事例共有等を実施いただき、確実に処遇改善加算を取得、活用できる教育を提供いただきたい。 

（４）処遇改善Ⅱの支給方法の遡りについて 

処遇改善加算について、加算の決定は月次申請の承認をもって決定されるかと存じます。 その場合、対象月（4月

の場合）確定になるのは、6 月の末日となります。4 月の給与の支払いは 5 月に行うことになるため、処遇改善加

算が確定で出ていない状況で、法人が持ち出すことになります。よって、処遇改善加算の支給に関しては、3 ヶ月

の遡りができるようにしていただきたい。また、この点に関しての詳細を要項に例として記載をしていただきたい。 

 

(1)認可を踏襲しているので、認可と同様になっています。 
(2)予算の枠の中で検討していけると思っています。 

(3)今年度から専門的監査（財務監査・労務監査）を設けますので、 

監査の場を通して知識等の向上につなげていただきたい。 

(3)できれば監査の前に、研修の場を作ってほしい。 

 連合会としても独自に監査対策の情報配信を行っている。 

(4)月次決定と支給月がずれるので、支給額決定を待たずに給料の支払いをしている 

状態です。 

 認可を踏襲したシステムでは、企業主の園児数の変動の大きさに対応できていない。 



 

⑤会計について 

（１）会計相談窓口の設置 

様々な法人形態や運営形態が存在するため、会計を個別で考慮する機会が多く見られます。現状、児童育成協会の

窓口へ相談しても明確な回答を頂けないことが多くあります。 そのため、会計の専門家へ相談できる窓口を設置

していただき、正しい運営ができる仕組みを作っていただきたい。 

（２）会計処理基準の明確化 

明確な会計処理基準が存在しないため、会計処理のハンドブックの作成等、誤りや不正が発生しない基準を作成し

ていただきたい。 

（３）役員報酬の支出計上 

保育園の運営を行うにあたって、事業責任はその事業者の経営者となります。同じ児童福 祉法における放課後等

デイサービス等の事業では支払うことが可能となっております。よって、役員報酬を完了報告時に支出計上できる

仕組みを作っていただきたい。 

 

  法人形態がたくさん存在していて、社会福祉法人会計に合わせていくのが難しい。 

(3)園に関わっている分は役員報酬でも支払うことが可能です。 

(1)育成協会に聞いても、回答を得られないので、誰に聞けばいいのかわからない状態 
です。 
・設置者の法人に基づいての会計処理ではダメなのか。 
・例えば公認会計士の監査があれば、協会の監査は免除にならないのか。 
 

協会の研修の質によるものもあると思いますので、協会にも伝えておきます。 
 

⑥報告・申請について 

（１）病欠報告についてのシステム改修 現在、病欠の報告は備考欄に氏名及び日数を手打ちにて入力しているが、

在席児童の入力 欄に病欠日数を入力できる欄を作成していただきたい。 

（２）助成金の支払い明細が確認できるシステム改修特に運営費に関する交付の内訳明細を確認できるシステム

（又は書面）を追加していただきたい。 

（３）申請添付書類の簡素化 助成申込や月次申請（4 月）等を行う際に、添付書類として毎年重複する資料が求

められることがあります。よって、添付書類を一元管理できる欄を作成していただき、書類の添付重複をさける方

法を検討していただきたい。 

(1)急ピッチで進めている 
(2)(3)協会の方話したいと思います 

 

⑦監査について 

（１）監査担当者への資格制度の導入 監査員の企業主導型保育事業に対する知識量が人によって、違いが見受け

られます。監査員に対し、一定の知識量を持っている基準を設けていただきたい。その基準をクリアした方に監査

を行っていただくことが今後の運営に必要であると考えます。 

（２）監査に関する研修の実施 監査項目が毎年増加していることから、項目の増減にともなった背景や、項目に

おける変更点、注意点等の安心安全な運営を行うための情報発信をオンライン、オフラインを含め育成協会により

行っていただきたい。 

(1)監査員には研修をした上で一定の知識を持って監査に入ってると認識して
いたが、こういった声が上がっているということなので、より一層の監査員の研
修をあげていきたい。 
(2)園の方へのより良い伝え方については、協会と相談していきたい思います。 

 

 

⑧上記以外について 

（１）自治体及び地区ごとにおける担当者の配置自治体認可外保育の担当者へ、事業者が企業主導型保育事業の

説明を行うことが多数見 受けられました。よって、自治体ごとの知識量の違いを無くすため、地域ごとに担当者の

配置を行っていただきたい。 

（２）企業主導型保育事業から認可型保育事業への転向運営がままならなく、廃止を余儀なくされた保育所や、運

営を止める事業者が出てくる状況があります。助成金にて設置した社会資源であるため、自治体より公募にて運営

事業者の選定を行い、認可型保育施設への転向ができるようにしていただきたい。 



（３）児童育成協会に対する相談窓口の設置現状、事業者は児童育成協会からの連絡を受けて運営を行っていま

すが、児童育成協会へ意見することが現状できかねています。このことから、児童育成協会への意見を受け付ける 

窓口の設置を検討していただきたい。 

（４）児童育成協会電話窓口及び担当者の知識量の統一 

児童育成協会へ電話にて問い合わせした際、担当者により回答が違うことが多々見受けられます。担当者に対し、

一定の知識量を持っている基準や試験を設けていただき、その基準をクリアした方が窓口になっていただきたい。 

 
(1)地区の担当者の案も一つだと思います。                    

 企業主導型を認知させるためにも自治体と協会と相談していきたい。 
(2)財源の問題が大きく関わってくる。                      

認可外を認可にする制度なのを活用してもらいたい。 
(3)意見箱のようなものも含めて可能かと思います。協会の方にも伝えておきます。  
(4)難しいところではあると思います。しかし協会の職員にこの声を伝えておきます。 

 
協会の職員に対しての研修を導入することにしました。質の向上も図っていきたい。 

 
⑨その他 
 自己資金で工事代金を支払うと助成対象外になる、と内示の時点でお知らせが来た。 
 事前の案内が必要だったのでは？ 
 
 児童育成協会との意見交換会も行うことができないか？ 
 内閣府・児童育成協会・全企保連 ３者でこの制度をよりよくするための意見交換会
の機会を持っていただきたい。 
 制度を改善する・きちんと運営しているかをみる・運営の質を高める、役割を話し合
うことで解決するものもあると思います。 
 経済と子育てをしっかり支えることができる企業主導型の制度に寄与していきたい。 

 
 
 いろんな声がありますが、この制度の助けられた保護者がたくさんいます。この制度
をよりよくしていけるように、連合会としても努力していきたい。 
 
内閣府としてもこの制度を良くするために、今回の声にすぐ対応できるものもあれば、
財源の調整が必要のものもあり時間がかかるものもありますが、現場がどうすればよく
なるかという観点を持ってやっていければと思います。 


